
 

- 73 - 

議案第４２号 

上越市リフレッシュビレッジ施設条例の一部改正について 

上越市リフレッシュビレッジ施設条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和７年２月２８日提出 

                          上越市長  中 川 幹 太   

 

上越市リフレッシュビレッジ施設条例の一部を改正する条例 

上越市リフレッシュビレッジ施設条例（平成１１年上越市条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条の表くわどり湯ったり村の項を削る。 

第３条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とし、第４号を第３号とす

る。 

第４条中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号を第５号とする。 

第５条中「次に掲げる施設」を「ヨーデル金谷」に改め、同条各号を削る。 

第６条第１号を削り、同条第２号中「指定管理施設」を「ヨーデル金谷」に改め、同号を

同条第１号とし、同条第３号中「指定管理施設」を「ヨーデル金谷」に改め、同号を同条第

２号とする。 

第８条中「指定管理施設」を「ヨーデル金谷」に改める。 

第９条第１号及び第２号中「指定管理施設」を「ヨーデル金谷」に改め、同条第３号を削

り、同条第４号中「指定管理施設」を「ヨーデル金谷」に改め、同号を同条第３号とし、同

条第５号を同条第４号とする。 

第１０条中「指定管理施設」を「ヨーデル金谷」に改め、同条中第１号を削り、第２号を

第１号とし、第３号を第２号とし、第４号を第３号とする。 

第１１条第１号中「くわどり湯ったり村及び」を削る。 

第１２条中「指定管理施設」を「ヨーデル金谷」に改め、「。次条及び第１４条において

同じ。」を削る。 

第１３条第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とする。 

第１５条の見出し中「及び利用料金」を削り、同条第１項中「農林産物加工体験施設」の

次に「及びゆったりの家」を加え、「別表第１」を「別表」に改め、同条第２項及び第３項

を削る。 

第１６条中「前条第１項」を「前条」に改める。 

第１９条中「指定管理施設」を「ヨーデル金谷」に改める。 
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別表第１備考以外の部分を次のように改め、同表を別表とする。 

施設名 単位 使用料 

正善寺工房 農林産物加工体験施設 １室１時間につき １，２００円 

ゆったりの家 山里文化体験交流施設 １棟１時間につき ５７０円 

別表第２を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の上越市リフレッシュビレッジ施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の利

用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。 


